
１－１－３ 設計図書の照査等 

１．受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子デ

ータを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販又は公表されているものについては、

受注者が備えなければならない。 

２．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18条第１項第１号から

第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認で

きる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、

設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に

詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、

監督員からの指示によるものとする。 

３．受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の

承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 

 

１－１－３ 設計図書の照査・ワンデーレスポンス等 

１．受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子デ

ータを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販又は公表されているものについては、

受注者が備えなければならない。 

２．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18条第１項第１号から

第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認で

きる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、

設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に

詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、

監督員からの指示によるものとする。 

 

３．受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の

承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 

４．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。 

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、１日あるいは適切な期限ま 

でに回答することをいう。 
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１－１－１８ 建設副産物 

１．受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書に

よるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮

設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあた

っては、監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニュフェス

ト）または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に

提示しなければならない。 

３．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14年５月 30日）、

再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成３年 10月 25 日）、建設汚

泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成 18年６月 12日）を遵守し

て、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

４．受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合

物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書

に含め監督員に提出しなければならない。 

５．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源

利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 

６．受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速

やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員

に提出しなければならない。 

７．受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建

設混合廃棄物等を工事現場に搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必

要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。また、建設副産物実態調査（セ

ンサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を監督員

へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実

施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならな

い。 

８．受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施にあたって土量、土質、土

工期等の登録されている情報に変更があった場合、監督員が通知する「登録工事番号」を用い

て、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。なお、これによりがたい場合には、

監督員と協議しなければならない。 

９．受注者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断に湿式のコンクリートカッタを

使用する場合は、切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく、排水吸引

機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、浜松市の定め等に基

づき取り扱うものとし、処理・運搬方法や産業廃棄物管理表（マニフェスト）の提出時期等に

ついては、事前に監督員と協議するものとする。 

 

１－１－１８ 建設副産物・石綿使用の有無 

１．受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書に

よるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮

設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあた

っては、監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニュフェス

ト）または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に

提示しなければならない。 

３．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14年５月 30日）、

再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成３年 10 月 25 日）、建設汚

泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成 18年６月 12日）を遵守し

て、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

４．受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合

物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計

画書にその写しを添付して、監督員に提出しなければならない。また、受注者は、法令等に

基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

５. 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、 

速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生

資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して、監督員に提出しなければな

らない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆

の見やすい場所に掲げなければならない。 

  ７. 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合

は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して、発注者等が行った土壌汚染対策

法等の手続きの状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど、適正であることについ

て、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添

付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

  ８. 受注者は、建設現場等から土砂の搬出を他の者に委託しようとするときは、第６項の再生資

源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と、第７項で行った確

認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 

  ９. 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先に搬出したときは、法令等

に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生

資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があ

った場合には、受領書の写しを提出しなければならない。 

10．受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速

やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員

に提出しなければならない。 

11．受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建
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設混合廃棄物、建設発生土等を工事現場に搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工

事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。また、建設副産

物実態調査（センサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し

調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生

資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合には、監督員と協議し

なければならない。 

12．受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施にあたって土量、土質、土

工期等の登録されている情報に変更があった場合、監督員が通知する「登録工事番号」を用い

て、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。なお、これによりがたい場合には、

監督員と協議しなければならない。 

13．受注者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断に湿式のコンクリートカッタを

使用する場合は、切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく、排水吸引

機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、浜松市の定め等に基

づき取り扱うものとし、処理・運搬方法や産業廃棄物管理表（マニフェスト）の提出時期等に

ついては、事前に監督員と協議するものとする。 

14. 石綿使用の有無 

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベスト）の使用の有無の 

「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあって 

は「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行なければならない。また、大気 

汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、市長に届出を行わなけ 

ればならない。 
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１－１－３０ 環境対策 

１．受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達 昭和 62年

３月 30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の

問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保

全に努めなければならない。 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連

絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもって

その対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確に

しておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。 

３．受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じ

た場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの

判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。 

４．受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。 

５．受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃

材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去

し、処理しなければならない。 

６．受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、本編１－１－42使用機械の規定

によらなければならない。 

７．受注者は、資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、

環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（「グリーン購入法」という。）

第２条に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的に推進するものとする。 

（１）グリーン購入法第６条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定

める特定調達品を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するもの

とする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響

により、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

（２）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配

慮事項に留意すること。 

８．セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理を行う場合は、「セメント及び

セメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（平成 12 年３月 24

日建設省技調発第 49号・営建発第 10号 最終改正平成 13 年４月 20日国官技第 16号・国営建

第１号）により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。 

９.前項における配合設計段階の試験結果が土壌環境基準（環境庁告示第 46号、平成３年８月 23

日）を超える場合は、基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

１－１－３０ 環境対策 

１．受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年 

３月30日）によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、 

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成13年４月９日改正に 

基づき指定された建設機械を使用しなければならない。  

関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について 

は、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなけ 

ればならない。 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連

絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもって

その対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確に

しておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。 

３．受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じ

た場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの

判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。 

４．受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。 

５．受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃

材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去

し、処理しなければならない。 

６．受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、本編１－１－42使用機械の規定

によらなければならない。 

７．受注者は、資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、

環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和３年５月改正法律第３

６号「グリーン購入法」という。）第２条に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的に

推進するものとする。 

（１）グリーン購入法第６条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定

める特定調達品を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するもの

とする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響

により、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

（２）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配

慮事項に留意すること。 

８．セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理を行う場合は、「セメント及び

セメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（平成 12 年３月 24

日建設省技調発第49号・営建発第 10号 最終改正平成 13年４月 20日国官技第 16 号・国営建

第１号）により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。 

９.前項における配合設計段階の試験結果が土壌環境基準（環境庁告示第 46号、平成３年８月 23

日）を超える場合は、基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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１－１－３２ 交通安全管理 

１．受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等によ

り、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害

による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼ

した場合は、契約書第 29条によって処置するものとする。 

２．受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等

の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要

の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を

行わなければならない。 

３．受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、

関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担

当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項につい

て計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

４．受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう

工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、

施工計画書に記載しなければならない。なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「過

積載による違法運行の防止対策について」（静岡県通知 平成６年５月 10日 設計第 44号）に

従うものとする。 

５．受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令（令和2年 3月改正 内閣府・国土交通省令第 1号）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37年 8 月 30日）、道路工事現場における表示施設等の

設置基準の一部改正について（局長通知平成 18年 3月 31 日 国道利第 37号・国道国防第 205

号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局

路政課長、国道・防災課長通知 平成 18年 3月 31日 国道利第 38号・国道国防第 206号）及び

道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年 2月）に基づき、安

全対策を講じなければならない。 

６．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するも

のとする。 

７．受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、そ

の定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用

するものとする。 

８．受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従

い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

９．公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはな

らない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、

交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設

備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

10．工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水

１－１－３２ 交通安全管理 

１．受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等によ

り、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害

による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼ

した場合は、契約書第 29条によって処置するものとする。 

２．受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等

の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要

の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を

行わなければならない。 

３．受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、

関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担

当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項につい

て計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

４．受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう

工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、

施工計画書に記載しなければならない。なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「過

積載による違法運行の防止対策について」（静岡県通知 平成６年５月 10日 設計第 44号）に

従うものとする。 

５．受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令（令和５年３月改正 内閣府・国土交通省令第１号）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37年 8月 30 日）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準の一部改正について（局長通知平成 18年 3月 31 日 国道利第 37号・国道国防第 205

号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局

路政課長、国道・防災課長通知 平成 18年 3月 31日 国道利第 38 号・国道国防第 206号）及び

道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和 47年 2月）に基づき、安

全対策を講じなければならない。 

６．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するも

のとする。 

７．受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、そ

の定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用

するものとする。 

８．受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従

い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

９．公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはな

らない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、

交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設

備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

10．工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水
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門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 

11．受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全

対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航す

る場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。 

12．受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を水中に落とした場合、

直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設

置して危険個所を明示し、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

13．受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。 

なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に

通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

14．受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令第３条における一般的制限値を超

える車両を通行させるときは、道路法第 47条の２に基づく通行許可を得ていることを確認しな

ければならない。また、道路交通法施行令第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積

載して運搬するときは、道路交通法第 57条に基づく許可を得ていることを確認しなければなら

ない。 

15．受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第 47条第１項、車両制限令第３条におけ

る一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画(車種区分、

車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効期限等の

確認方法と確認頻度)を作成しなければならない。また、運搬計画どおり運行していることを確

認しなければならない。なお、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督員

または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

 

表１－１ 一般的制限値 

車両の諸元 一般的制限値 

幅 2.5ｍ 

長さ 12.0ｍ 

高さ 3.8ｍ（ただし、指定道路については 4.1ｍ） 

重 量 総 重 量 
20.0ｔ（但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・

長さに応じ最大 25.0ｔ） 

軸 重 
隣接軸重 
の 合 計 

10.0ｔ 
隣り合う車軸に係る軸距 1.8ｍ未満の場合は 18ｔ（隣り合う車

軸に係る軸距が 1.3ｍ以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る

軸重が 9.5ｔ以下の場合は 19ｔ）、1.8ｍ以上の場合は 20ｔ 

輪 荷 重 5.0ｔ 

最 小 回 転 半 径 12.0ｍ 

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態に

おけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を

含む。 

 

門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 

11．受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全

対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航す

る場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。 

12．受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を水中に落とした場合、

直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設

置して危険個所を明示し、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

13．受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。 

なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に

通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

14．受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、道路法第47条第１項、車両制限令（昭和36年 政

令第265号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機

材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行

経路、道路法第47条の２に基づく許可証の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工

計画書に記載しなければならない。また、道路交通法施行令（令和４年１月改正 政令第16号）

第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和

４年４月改正 法律第32号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

表１－１ 一般的制限値 

車両の諸元 一般的制限値 

幅 2.5ｍ 

長さ 12.0ｍ 

高さ 3.8ｍ（ただし、指定道路については 4.1ｍ） 

重 量 総 重 量 
20.0ｔ（但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・

長さに応じ最大 25.0ｔ） 

軸 重 
隣接軸重 
の 合 計 

10.0ｔ 
隣り合う車軸に係る軸距 1.8ｍ未満の場合は 18ｔ（隣り合う車

軸に係る軸距が 1.3ｍ以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る

軸重が 9.5ｔ以下の場合は 19ｔ）、1.8ｍ以上の場合は 20ｔ 

輪 荷 重 5.0ｔ 

最 小 回 転 半 径 12.0ｍ 

 (２)受注者は、運搬計画どおり運行していることを確認しなければならない。 

また、以下の確認を行った資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった 

場合は速やかに提示しなければならない。 

① 施工計画書に運搬計画を記載 

② 出発地点、走行途中、現場到着地点における写真（荷姿全景、ナンバープレート 

等通行許可証と照合可能な写真）なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督員の承諾を 

得て省略できるものとする。 

③ 通行許可証の写し 

④ 車両通行記録計（タコグラフ）の写し（夜間走行条件の場合のみ） 

なお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」 

（平成 10 年３月（社）日本建設機械化協会）を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる 
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場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

15．受注者は、安全管理については、以下によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等

により、交通管理を実施しなければならない。 

（１) 交通規制及び標識 

① 受注者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならない。 

② 受注者は、夜間開放時には保安灯等を設置しなければならない。 

③ 受注者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より１ヶ月 

以上前に監督員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。 

なお、実施にあたっては規制の計画を施工計画書に記載するとともに、関係機関から指示さ

れた事項を行わなければならない。 

③  受注者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」 

防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識車等を配置するものとし、作業員の安全

確保に努めなければならない。標識車等の仕様については表１－２を標準とするが、これに

より難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

また、交通標識車等の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければなら

ない。また、第１編１－１－４施工計画書（10）交通管理に記載しなけれならない。 

表１－２ 標識車等の仕様 

項 目 数量・規格 配 置 等 

クッションドラム 2 個 標識車の前方 5m 程度に設置 

標識  道路工事保安施設設置基準（案）（昭和 47 年 2 月）

の⑪に準ずる（標識のベース車両に搭載） 

ただし、施工現場が移動しない工事は固定とする。 

標識のベース車両 2t トラック  

体感マット 幅 200 ㎜ 

厚 6 ㎜ 
施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設置 

注：体感マットについては、設置することが現場状況に不適な場合は、監督員と協議する 

ものとする。 

 （２) 交通誘導警備員 

① 受注者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全

誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という。）

を配置し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければ

ならない。 

② 受注者は、現道上または現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を

工事区間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識そ

の他安全施設を設け、状況によっては交通誘導警備員を配置しなければならない。 

③ 受注者は、法律または公安委員会認定路線及び関係機関から指示された場合は、交通誘導警

備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備員のうち１人以上は「警備業者の警備員（警備業法

第２条第４項に規定する警備員をいう。）で交通誘導業務（警備員等の検定等に関する規則第

１条第４項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務にかかる一級
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検定合格警備員または二級検定合格警備員」（以下「交通誘導警備員Ａ」という。）としなけ

ればならない。 

④ 受注者は、交通誘導警備員Ａの配置にあたっては、公安委員会の検定資格の写しを保管し、

監督員または検査員の請求があった場合は、速やかに提示するものとする。 

⑤ 警備業法の規定に基づき静岡県公安委員会が必要と認める路線（平成 27 年３月 13 日静岡県

公安委員会告示第 27 号）で行う交通誘導警備業務を除き、受注者は交通誘導警備員Ａが配置

できない理由がある場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者

（交通誘導警備員Ａ相当）とすることができる。その場合は、経歴書を保管し、監督員から

請求があった場合は速やかに提示するものとする。 

⑥ 道路交通法または警備業法の規定に基づき静岡県公安委員会が必要と認める路線で行う交

通誘導警備業務を除き、発注者が現場状況から交通誘導警備員Ａの配置が必要ないと判断さ

れる場合は、配置する交通誘導警備員をすべて「警備業者の警備員で交通誘導警備員Ａ以外

の交通の誘導に従事する者」（「交通誘導警備員Ｂ」という。）とすることができるものとする。 

⑦ 上記⑤及び⑥について、道路交通法 80 条協議に基づき配置する場合及び所轄警察署からの

要請により配置する場合は除く。 

16．受注者は、「道路工事保安施設設置基準（案）」により設置する保安灯のうち、電源に商用電力

を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。 

17．受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければな

らない。 

18．受注者は、道路事業において「道路工事保安施設設置基準（案）」の標識番号⑦を設置する場合

は、図１－１を参考に標識を作成しなければならない。 

 

御通行中の皆様へ 

 

ただいま○○○○工事を行っており 

ますのでご協力お願いいたします。 

なおこの工事にお気付きの点があり 

ましたら下記へご連絡ください。 

 

浜松市○○○○事務所 

ＴＥＬ○○○－○○○○ 

○○○○株式会社 

ＴＥＬ○○○－○○○○ 

図１－１ 標識⑦ 

 

19．受注者は、現道拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件・交通量・

供用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督員と協議するものとする。 
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１－１－４０ 保険の付保及び事故の補償 

１．受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並び

に陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を

付保しなければならない。 

２．受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。 

３．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定によ

り、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければな

らない。 

４．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任

をもって適正な補償をしなければならない。 

５．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注

者用）を工事請負契約締結時に、発注者に提出しなければならない。 

 

１－１－４０ 保険の付保及び事故の補償 

１．受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並び

に陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を

付保しなければならない。 

２．受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。 

３．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定によ

り、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければな

らない。 

４．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任

をもって適正な補償をしなければならない。 

５．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注

者用）を工事請負契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約

締結後原則 40日以内）に、発注者に提出しなければならない。 

また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示しなければならない。 
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１－１－４８ 市産木材の使用 

１． 受注者は、木材の使用に当たっては原則として「市産木材」を使用するものとし、それに 

より難い場合は監督員と協議するものとする。なお、「市産木材」とは、浜松市内で生産 

された木材をいう。 

２． 受注者は、施工計画書の主要資材の項目欄に木材の購入業者名を記載し監督員に提出する 

ものとする。  

３． 受注者は、「市産木材」であることを証明する書類として、「出荷証明等（副）」を完成 

図書に添付して提出するものとする。 

４． 受注者は、支障木等現地発生材を使用する場合には、現地において監督員の確認を受ける 

こととする。 

５． 受注者は、工事で使用された全ての市産木材の利用量について、工事完成時に発注者に 

報告しなければならない。 

参考：「浜松市公共部門における地域材利用促進に関する基本方針」 
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